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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年８月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２５年１月８日（火） １３時４５分ごろ 

発生場所 広島県尾道糸崎港の第１区 

 広島県尾道市所在の天狗平四等三角点から真方位０４６°６２０ｍ

付近 

 （概位 北緯３４°２４.５′ 東経１３３°１３.３′） 

事故調査の経過  平成２５年１月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 第十三開協
かいきょう

丸、１９トン 

   ２７３－８５９２広島、有限会社川口石油 

   ２１.００ｍ（Lr）×４.４９ｍ×１.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１７５.７８kＷ、平成８年５月 

Ｂ プレジャーボート 園
その

丸、０.４トン 

   ２７３－４８１５広島、個人所有 

   ４.５９ｍ（Lr）×１.６０ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、２２.０７kＷ、平成２年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３４歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 平成７年１月１０日 

免許証交付日 平成２３年１１月１１日 

       （平成２８年１１月１０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５４年４月２０日 

    免許証交付日 平成２３年３月１１日 

           （平成２９年３月１日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 機関に濡損、サブタの流失 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、船長Ａが操縦室中央で椅

子に腰を掛けて手動操舵に当たり、甲板員Ａが船長Ａの左舷側で椅子
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に腰を掛けて見張りを行い、尾道市役所西側の係留地に向け、速力

（対地速力、以下同じ。）約６ノット（kn）で尾道糸崎港第１区を西

進した。 

船長Ａは、日立造船株式会社向島工場（以下「日立造船所」とい

う。）内に見える２基のジブクレーンのうち、東側のジブクレーンを

針路目標として航行し、右舷前方の岸寄りの場所で釣りをしている様

子のＢ船を、左舷前方に反航して来る漁船１隻をそれぞれ認めた。 

船長Ａは、Ｂ船が右舷前方５０ｍ付近に接近したことを認めた後、

甲板員Ａと共に左舷前方から反航して来る漁船に注意を向け、徐々に

右転しながら航行中、Ｂ船が正船首方で左方へ移動することを認めて

スロットルレバーをアイドリングの位置まで引いた後、Ａ船の左舷側

約３～４ｍ付近を通過するＢ船を見たので、Ｂ船との距離を離そうと

して左舵を取った直後、ゆっくりと左舷側に転覆するＢ船を認めた。

船長Ａは、直ちに反転してＢ船の救助に向かい、近くにいた漁船の

協力を得て船長Ｂを救助した後、海上保安庁に１１８番通報をした。

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、尾道糸崎港第１区において、第

２航路から約３０ｍ北側に離れた場所に投錨して船首から錨索１０ｍ

程度を伸出し、機関を停止して船首が東方を向いた状態で錨泊を始め

た。 

船長Ｂは、船体中央付近で甲板に置いたクーラーボックスに腰を下

ろし、船尾方を向いて釣りを始め、接近する他船が錨泊中の自船を避

けてくれると思い、時折、周囲を見回す見張りを行いながら、釣りを

続けていたところ、平成２５年１月８日１３時４５分ごろ、Ａ船が左

舷側至近を通過することを認めた直後にＢ船が転覆し、海に転落し

た。 

 船長Ｂは、間もなく到着した海上保安庁の手配により、救急車で病

院へ搬送され、頭部打撲並びに頸
けい

部及び胸部打撲傷のため、３日間の

安静治療の必要があると診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、流向 西、流速 約０.５kn 

 その他の事項  Ａ船及びＢ船には、両船の衝突を示す損傷を確認できなかった。 

 船長Ａは、Ｂ船を認めた際、Ｂ船が水深の浅い海域にいたので、Ｂ

船を左舷側に見て通過することはできないと思った。 

 船長Ａは、ふだん、日立造船所内に見える２基のジブクレーンのう

ち、東側のクレーンを針路目標にして西進しながら第２航路に接近

し、本州側陸岸の陰から反航船などが見えるようになる頃、他船がい

なければ、徐々に右転して第２航路に沿うよう、第２航路の中央やや

右寄りを航行していた。 

船長Ｂは、防寒着のフードで頭を覆って帽子を着用しており、Ａ船
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の接近に全く気付かなかった。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、尾道糸崎港第１区を西進中、船長Ａが左舷船首方を反航す

る漁船に注意を向けていたことから、右転しながら、Ｂ船の左舷側至

近を通過し、航走波によってＢ船が転覆した可能性があると考えられ

る。 

Ｂ船は、尾道糸崎港第１区において、錨泊して釣り中、船長Ｂが、

防寒着のフードで頭を覆って帽子を着用しており、Ａ船の接近に気付

いていなかったことから、Ａ船が左舷側至近を通過し、Ａ船の航走波

を受けて転覆した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、尾道糸崎港第１区において、Ａ船が西進中、Ｂ船が錨泊

して釣り中、船長Ａが左舷船首方を反航する漁船に注意を向けてお

り、また、船長ＢがＡ船の接近に気付いていなかったため、Ａ船がＢ

船の左舷側至近を通過し、Ａ船の航走波を受け、Ｂ船が転覆したこと

により発生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航走波が付近の船舶に影響を及ぼすことがあることに留意するこ

と。 

 ・錨泊中でも、見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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